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二
君
提
出
法
務
省
の
任
務
に
お
け
る
人
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の
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に
関
す
る
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問
に
対
し
、
別
紙
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を
送
付
す

る
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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
法
務
省
の
任
務
に
お
け
る
人
権
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
政
治
に
参
加
す
る
権
利
や
参
政
権
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
法
務
省
の
任
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
三
条
第
一

項
の
「
国
民
の
権
利
」
と
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
国
民
の
基
本
的
人
権
を
始
め
と
す
る
国
民
の
権
利
一
般
を
い
う
も
の
と

考
え
て
い
る
。


